
資料１

（単位：人）

免職 停職 減給 戒告 在職者比（％）

法 務 省 52 7 16 18 11 17.6 68 ▲ 16 48,274 (0.11)

国 税 庁 52 6 9 29 8 17.6 47 5 57,948 (0.09)

厚 生 労 働 省 36 1 15 10 10 12.2 21 15 33,757 (0.11)

国 土 交 通 省 35 2 6 18 9 11.8 51 ▲ 16 40,244 (0.09)

海 上 保 安 庁 33 1 11 11 10 11.1 25 8 14,087 (0.23)

農 林 水 産 省 17 3 1 9 4 5.7 7 10 15,890 (0.11)

出 入 国 在 留 管 理 庁 11 9 1 1 3.7 ― (11) 5,328 (0.21)

外 務 省 10 1 1 6 2 3.4 6 4 6,242 (0.16)

財 務 省 9 1 7 1 3.0 20 ▲ 11 16,665 (0.05)

警 察 庁 6 1 1 2 2 2.0 4 2 8,660 (0.07)

総 務 省 6 1 5 2.0 8 ▲ 2 4,948 (0.12)

経 済 産 業 省 4 1 1 1 1 1.4 4 0 4,814 (0.08)

資 源 エ ネ ル ギ ー 庁 4 1 2 1 1.4 1 3 450 (0.89)

（ 独 ） 国 立 印 刷 局 4 3 1 1.4 3 1 4,196 (0.10)

林 野 庁 3 1 1 1 1.0 7 ▲ 4 5,181 (0.06)

水 産 庁 3 2 1 1.0 0 3 909 (0.33)

内 閣 府 2 1 1 0.7 3 ▲ 1 2,522 (0.08)

文 部 科 学 省 2 1 1 0.7 5 ▲ 3 1,824 (0.11)

原 子 力 規 制 委 員 会 2 2 0.7 3 ▲ 1 1,072 (0.19)

（独）駐留軍等労働者労
務 管 理 機 構

2 1 1 0.7 0 2 282 (0.71)

会 計 検 査 院 1 1 0.3 1 0 1,269 (0.08)

宮 内 庁 1 1 0.3 1 0 1,068 (0.09)

公 正 取 引 委 員 会 1 1 0.3 1 0 828 (0.12)

上 記 の 府 省 等 以 外 0 0.0 14 ▲ 14 12,873 (0.00)

計 296 26 74 131 65 100.0 300 ▲ 4 289,331 (0.10)

(注2)　「処分数」は非常勤職員８人（厚生労働省４人、国税庁１人、農林水産省１人、水産庁１人、国土交通省１人）を含む。　　　　

(注3)　法務省の「平成30年処分数」には、入国管理局等の職員に係る処分数を含む。

(注4)　表中「▲」はマイナスを示す。

(注1）　「在職者数」は、府省については、内閣官房内閣人事局「一般職国家公務員在職状況統計表」（令和元年７月１日現在）、
行政執行法人については、総務省「平成31年行政執行法人の常勤職員数に関する報告」（平成31年１月１日現在）による。
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